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アレルギー対応の流れ 

①アレルギー調査（様式1）の配布 

全校児童生徒のアレルギーの有無を把握する。 

 

◎新入学生 

小学部・中学部→入学前の配布資料とともに郵送。（１月末） 

               →入学前健康観察日に回収。（２月） 

高等部→願書提出時に配布。（２月） 

               →入学決定検査日に回収。（３月） 

教育相談、願書提出時に、部主事や教務を通して伝える。 

 

◎進級生・内部進学生→1月に配布、回収。 

 

万が一本校に入学・進級しない場合は、迅速に処分する。 

 （もしくは返却する） 



【裏面もご記入ください】 









②「学校生活管理指導表」「除去の程度（様式２）」の配布 

 

◎新入学生 

小学部・中学部→入学前健康観察日に提出されるアレルギー調査（様式1） 

            を受けて、対応が必要な児童生徒に配布する。（２月） 

高等部→入学決定検査日に提出されるアレルギー調査（様式1）を受けて、 

      対応が必要な生徒に配布する。（３月） 

               →給食開始日までに必ず提出してもらう。 

 

◎進級生・内部進学生 

1月に回収されるアレルギー調査（様式1）を受けて、管理指導表が必要な
児童生徒に配布する。（２月）  

 

              →給食開始日までに必ず提出してもらう。 









 



 



③食物アレルギーを有する児童生徒の実態及び対応の  

  周知・徹底 ＜4月・給食開始前＞ 

      

提出された「アレルギー調査」(様式1) 

「学校生活管理指導表」「除去の程度」(様式２)から 

学校全体の「アレルギー児童生徒対応一覧表」を 

作成する。(校内保健係、養護教諭、栄養教諭、保健部) 

 

※必要に応じて保護者との面談をする。 

(担任、養護教諭、栄養教諭) 

 

☆「学校生活管理指導表」「除去の程度」「緊急時の対応表」を 

  関係職員に周知する。 

☆「アレルギー児童生徒対応一覧表」を全職員に周知する。 

  (全学年にファイルを配布) 

 



④アレルギー対応開始 

     

給食において 

○詳細な献立表を配布し、保護者、担任、栄養教諭 

（保健部）で確認する。 

○教室での日常的な確認、摂食前の確認。 

 

授業において 

○調理実習での使用食材や、調理工程などへの配慮。 

○授業で飛散の恐れがあるもの、 皮膚に触れる恐れが 

 あるものなどを授業で使用しないように配慮。 

 

 



行事において 

○校外学習や泊付き行事など、校外で摂食するときには、 

 可能であれば、 除去食や代替食を用意してもらうなどの配慮。 

 

○段階食を摂食する児童生徒の場合、二次調理用の器具を 

 他の児童生徒とは別のものにするなどの配慮。 

 



⑤評価・見直し・個別指導 

     

定期的に対応の評価と見直しを行います。 

保護者が学校給食における対応を希望する場合は、 

基本的に、毎年、学校生活管理指導表の提出を求めます。 

 

経過による症状の軽症化によっては、医師と相談しながら 

対応の見直しを検討します。 

 

除去の解除に関しては、「食物アレルギーの除去の解除届」
(様式４)を保護者に提出してもらいます。 

 

※新規発症した場合は、「学校生活管理指導表」を提出して
もらい、迅速に対応する。 

 





給食対応の流れ 

①詳細な献立表(予定)を配布する。 

②保護者が詳細な献立表に食べられるもの、食べられないものを 

 チェックし、確認サインをし、担任に提出する。 

 

≪方法≫ 

a.食べれる献立 

献立名の左側に○をつける。 

 

b.食べられない献立 

1、アレルギーがある食品の横にチェックを入れる 

2、献立名の左側に×をつける。 

 

c.※印に関しては、別添している加工品類の 

  原材料一覧表を確認する。 

 



（例）卵アレルギーの生徒 

小麦、乳 

小麦、大豆、乳 

アレルゲンなし 

a 

b-1 

b-2 

Ｃ 



③保護者がチェックし、提出された詳細な献立表を 

担任、栄養教諭（保健部）が確認し、それぞれ確認サインをする。 

 

 

 



④食べる前にチェックされた献立表を再度確認する。 
 

 

※段階食調理で食物アレルギーを有する児童生徒に関しては、
担任が厨房まで給食を取りに来て、③のチェックされた献立表
を確認し、食べられる献立のみ教室に持って行く。 

 

※普通食で、食物アレルギーを有する児童生徒に関しては、  

  教室で、再度確認し、各担任が責任をもって、配膳する。 

 

 



①再確認し、献立の下に 

 担当者のサインを書く。 

②食べられるものだけ
教室に持って行く。 

③食べられないものは 

  トレーに返す。 

④教室で、 

 もう一度確認する。 



給食室で気を付けていること 

混入しないように、調理手順や、配膳に注意する。 

 

 アレルギーの児童生徒用のお盆の色を変えている。 

 

 アレルギーの児童生徒に関しては、配膳した後、 

  ラップの上に献立名を記入する。 

（段階食になると、どれがどの献立かわかりづらくなるため、 

 混乱を防いでいる） 

 

詳細な献立をファイリングして、トレーの間に挟んでいるが、
名前が入れ替わらないように注意している。 

 

栄養教諭が、直前に○×が間違っていないか確認。 



教室で気を付けていること 

教室掲示用献立にマーカーをつけ、アレルギーの献立
であるということを意識づける。 

 

朝の会で、その日の給食を発表する際に、アレルギー
のあるメニューについても連絡する。 

 

給食時、とりに行く前、もしくはとりに行った後に、再度
声に出して、全員で確認する。 

 

全体の食器の中から、対象の児童生徒用のスプーンを
初めにとっておく。 

 

調理実習を実施する前に、作るメニューと使用する食材
を事前に保護者に伝えて確認をとる。 

 

 

 

 

 



今後の取組として 

 アレルギー研修（エピペンの使用方法）などの実施 

調理実習以外での喫食届の作成・運用 

（お楽しみ会などで食べるお菓子など） 

調査表を本校に合ったものに改善。 

 

 


